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日頃より皆さまのご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

昨年発生した東日本大震災から１年余りが経過し、改めて被災された皆さまに心よりお

見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。当社で

は、被災されたお客さまに一日も早く保険金をお支払いするため、当社代理店とともに全

社一丸となった取り組みを行ってまいりました。被災地での活動においては、お客さまか

ら当社へのご要望やご意見をいただいたり、感謝のお言葉をいただくこともございまし

た。役職員一同、損害保険会社の存在意義や社会的使命の重要性を改めて認識するとと

もに、当社の最重要の経営戦略目標である「お客さま評価日本一」実現に向けた取り組み

をさらに強化していく決意を新たにいたしました。

本年３月、当社は日本興亜損害保険株式会社と2014年度上半期を目途に合併するこ

とを公表いたしました。新会社となる「損害保険ジャパン日本興亜株式会社」は、損害保

険会社単体としては、国内で最も収入保険料が大きい会社となりますが、規模だけでなく

サービス品質においても業界をリードし、最もお客さまからの評価が高い会社を実現し

ていくために、新会社においても最重要の経営戦略目標として「お客さま評価日本一/

Ｎｏ．１」を掲げ、お客さまの声を経営に活かす取り組みを、一層強化してまいります。

お客さまの声白書は、お客さまからお寄せいただいた様々な声を当社として真摯に受

けとめて、その内容や傾向を分析し、それを広くお客さまに知っていただくとともに、お客

さまサービス品質の一層の向上に繋げていくため発行してまいりました。お客さまの声白

書の発行も今回が６年目となることから、今回は2011年度のお客さまの声の状況や取り

組みに加え、過去５年の取り組みを振り返る特集記事も掲載しております。

本白書をご覧いただき、当社のお客さまの声を起点とした取り組みについてご理解いた

だければ幸いです。今後とも、一層のご愛顧・ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

はじめに

取締役社長 櫻田 謙悟

2012年8月



「お客さまの声」に対する基基本理念・対応方針
「お客さまの声」を活かす仕組み声」を活かす仕組み

お客さまの声白書 過去５年間総括特集
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「ISO10002」規格への適合宣言

当社は、2008年4月1日、苦情対応の基本原則やその達成に必要な仕組み・プロセスなどを
規定する国際規格「ISO10002」に準拠した苦情対応の仕組みを構築し、同規格への適合宣言を行いました。

この宣言に基づき、当社は「お客さまの声」に基づいた会社経営を
実現するための仕組みづくりを一層強化しています。
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損保ジャパン
「お客さまの声」に対する基本理念・対応方針

当社はお寄せいただいたお客さまの声
（以下の基本理念、対応方針においては「相談・苦情等」と表記します。）

に対して、以下の理念、方針に基づき対応します。

【基本理念】
お客さまからの相談・苦情等を真摯に受け止め、迅速・適切に対応するとともに、
お客さま第一をあらゆる業務の基点とし、積極的に企業活動に活かします。

【対応方針】
（１）お客さまからの相談・苦情等を、感謝と誠意をもって積極的に受け止め、

迅速・適切かつ誠実に対応します。
（２）お客さまからの相談・苦情等への対応は、すべての部門において最優先の課題と認識します。

（３）お客さまにとって利用しやすい受付窓口を設置し、その充実と周知に努めます。
（４）お客さまからの相談・苦情等を、商品・サービスや業務の品質向上へ積極的に活かし、

顧客サポート等管理態勢の継続的な改善を図ります。
（５）お客さまからの相談・苦情等をもとに、顧客サポート等管理態勢勢を

「社外の目」で検証し、継続的に見直します。
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指示・提言

分析結果の共有

報告

指示

お客さま

お客さまの声（VOC（※1））

経営
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（※1） VOC ： Voice of Customer（お客さまの声）

jp/）p://www.voc.sompo-japan.co.j
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お客さま評価日本一
推進委員会
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「お客さまの声」を活かす仕組み
前頁の基本理念・対応方針に基づき、「お客さまの声」を会社経営に活かす仕組みづくりを
継続的に構築・強化しています。

「お客さまの声」を受け止め・活かすための仕組み

損保ジャパン

お客さまの声白書
2012

この国でいちばん
お客さまの声に応えられる

保険会社へ

（※1） VOC： Voice of Customer

（http
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損保ジャパン

お客客さまのの声
2012

本社部門

お客さまとの接点

お客さま満足度調査お客さま相談室 営業店 オフィシャル
ホームページ
オフィシャ

サービスセンター
（事故対応サービス拠点）

コールセンター
（カスタマーセンター等） 代理店

1

分析

お客さまサービス品質向上部
（お客さま相談室）

2
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保険金支払の対象とならなかった事案への異議申立て対応の流れ

お客さま相談室

　「お客さまの声」を丁寧に受け止め、高品質かつ親切な対応をしていくこと、また受け止めた声を会社経
営に活かすことを目的に、土日祝日も含め、フリーダイヤルによりお客さまからの問い合わせ・相談等
を受け付けています。

コールセンター
（カスタマーセンター等）

　お客さまから寄せられる苦情に丁寧に対応するとともに、お客さまからの苦情に対応する全国の営業
店およびサ―ビスセンター（事故対応サービス拠点）と連携しています。
また、保険金のお支払対象とならなかった事案に関するお客さまからのご相談・異議申立て窓口として、
お客さま相談室内に「支払ご相談窓口」を設置しています。支払ご相談窓口は、保険金支払部署である全
国のサービスセンターとは独立した部署として、お客さまからのお申し出に対し、保険金支払の対象とな
らなかった理由を改めて確認しています。（保険金お支払対象とならなかった事案への異議申立て対応
の流れは下図をご参照ください。）また、お客さまが「そんぽADRセンター（※2）」にお申し出いただい
当社に関する苦情について、当社窓口として問題の解決に向けて取り組んでいます。

お客さま相談室

当社、代理店がご提供した商品・サービスが、お客さまの視点で本当にご満足いただけるも
なのかを確認し、改善につなげていくために、保険金のお支払い時、ご契約時の２つの満足度
査（アンケート）を実施しています。

代理店、当社の営業店やサービスセンターなどにいただいた声についても、商品・サービスの
改善に結びつけるよう取り組んでいます。

お客さま満足度調査

＊事案内容によっては、支払ご相談
窓口で受付後、サービスセンター、
営業店が対応する場合があり
ます。

＊2011年度は、お客さまの異議申
て220件のうち150件（地震保
については136件のうち117件
について支払に該当する新たな
実が確認されたため、支払の対
とさせていただきました。（20
年5月末時点）

●専門の職員による対応
●顧問弁護士・顧問医・提携鑑定人による事案精査
●保険金等審査会での審議

お客さま

サービスセンター・営業店
（事故対応サービス拠点）

②相談・
　異議申立て

③対応
①「保険金ご請求に①
　関するお知らせ」を
　送付

照会・報告・指示

　「お客さまの声」から課題やニーズを分析
し、関連部署と共有しながら、商品・サービ
スの改善につなげる取り組みを行っていま
す。また、重要事案については本社部門へ再
発防止施策の検討を指示・提言し、問題の根
本的な解決を図っています。

代理店 営業店

オフィシャル
ホームページ
オフィシャ

サービスセンター
（事故対応サービス拠点）

お客さまとの接点

　2012年7月に、「ＶＯＣ委員会」と「お客さま評価日本一推進本部会議」を統合し、新たに
設置しました。「お客さまの声」の分析結果に基づき、商品・サービスの改善および業務内
容やプロセスの見直しに向け課題を洗い出し、関連部署に対して必要な指示を行ってき
た「ＶＯＣ委員会」と、当社の最重要戦略目標である「お客さま評価日本一」の実現に向け
た取り組みを推進してきた「お客さま評価日本一推進本部会議」との統合により、最重要
戦略目標の達成に向け、お客さまの声を経営に活かす取り組みを一層強化しています。

お客さま評価日本一推進委員会お客さまサービス品質向上部

1

2 3

［カスタマーセンター］
受付時間 ●平日：午前9時から午後8時
 ●土曜、日曜、祝日：午前9時から午後5時　　＊12月31日から1月3日は休業

0120-888-089Ⓡ

支払ご相談窓口

受付時間  平日：午前9時から午後5時＊12月31日から1月3日は休業
0120-668-292Ⓡ

「
お
客
さ
ま
の
声
」を
活
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す
仕
組
み

（※2） 「そんぽADRセンター（正式名称：損害保険紛争解決サポートセンター）」 ： 社団法人日本損害保険協会が2010年10月1日に設置した機関で、お客さまから
の損害保険全般に関する苦情や紛争解決の申立てを受け付け、中立・公正な立場
から問題解決に向けたサポートを行っています。

お客さまとの接点

対応
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申立
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・公正な立場の損害保険
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。
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お客さまの声白書 過去５年間総括特集
「お客さまの声白書」は、今回、発行から６年目を迎えました。いただいたたくさんの声に
これからもより一層しっかりと応えていくために、過去５年間を振り返ります。

お客さまの声に対する主な取り組み年譜特集①

5月
7月

4月
6月
7月

12月

2月
4月

7月

6月
7月
11月
12月

2月
4月
7月

10月

1月
3月
7月

12月

2月
4月

7月

8月

「カスタマーセンター（お客さま総合窓口）」開設　
「お客さま相談室」設置

「ＶＯＣ委員会」設置
お客さまの声に対する改善取り組みを開示する専用WEBサイト開設
「お客さまの声白書2007」発行
「支払いご相談窓口」設置

個人用自動車総合保険『ONE-Step』発売（お客さまの声を取り入れた商品開発）
「カスタマーサービス部（※1）」設置
ISO10002への自己適合を宣言
「お客さまの声白書2008」発行

契約時のお客さま満足度調査 開始
「お客さまの声白書2009」発行
個人用火災総合保険『ほ～むジャパン』発売（お客さまの声を取り入れた商品開発）
「事故サポートデスク（※2）」運営開始

「保険手続きNavi（※3）」開始
「募集人の行動基準 ～安心基準（募集）～」策定（※4）
「お客さまの声白書2010」発行
「お客さま評価日本一推進本部会議」設置

「お客さまサービス品質向上室（※5）」設置
当社自動車保険 保険証券が「損害保険　UCDAアワード2011（※6）」受賞
「お客さまの声白書2011」発行
「保険金お支払い満足度調査（火災・新種保険）」開始
「SCクレド」作成（※4）

「募集人の行動基準 ～安心基準（事故対応）～」策定（※4）
「カスタマーサービス部」と「お客さまサービス品質向上室」を統合し、
「お客さまサービス品質向上部」を設置
「ＶＯＣ委員会」と「お客さま評価日本一推進本部会議」を統合し、
「お客さま評価日本一推進委員会」を設置
「お客さまの声白書2012」発行

2 0 0 6 年

2 0 0 7年

2 0 0 8 年

2 0 0 9 年

2 0 1 0 年

2 0 1 1 年

2 0 1 2 年

（※1）「お客さまの声」 の分析、関連部署との共有・関連部署への改善指示などを担当。
（※2）事故のご連絡、保険金請求に関する問い合わせ窓口。
（※3）パソコンを使った動画等による商品説明や契約手続き完了までの誘導・案内機能を搭載した代理店システム。
（※4）詳細は次ページ参照。
（※5）「お客さま評価日本一」の実現に向けたサービス品質向上に関する企画立案、業務品質を阻害する要因や課題に対する社内からの情報収集などを担当。
（※6）損害保険会社の自動車保険証券などを「第三者」が客観的に評価するもの。（主催：一般社団法人 ユニバーサル コミュニケーション デザイン協会）
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「お客さま評価日本一」は、お客さまから最も高い評価をいただける会社を目指す当社の最重要の経営戦略目標です。目標の実現
に向けて、以下の取り組みを実施しています。

お
客
さ
ま
の
声
白
書

過
去
５
年
間
総
括
特
集

「お客さま評価日本一」に向けた取り組み特集②

■「募集人の行動基準 ～安心基準～」の定着

「安心基準」は、『お客さまの視
点で期待される募集人の行動』と
して導き出し、定めた代理店（募
集人）の行動基準です。これは、お
客さま満足度調査やお客さまか
らいただいた声の分析結果をも
とに作成しています。募集人一人
ひとりが、お客さまの期待に沿っ
た「安心・安全への備え」をご提供
できるように、「安心基準」の定着
を推進しています。

■事故対応における行動指針「SCクレド」の作成

「ＳＣクレド」は、当社の事故対
応サービス拠点であるサービスセ
ンター（ＳＣ）部門におけるお客さ
まに対する意識や行動のあり方に
ついて述べた行動指針です。これ
は、お客さまからいただいた声や
社員の声をもとに作成していま
す。すべてのお客さまに「まごご
ろ」を込めたサービスを行うため
の心の信条を明確にし、全国の
サービスセンター部門が日 「々SC
クレド」をもとにお客さまによりご
満足いただけるサービスを追求し
続けています。

安心基準（事故対応）
ガイド

～募集人の行動基準～



「お客さまの声白書」は昨年度発行の２０１１年度版で５周年を迎え、本年度は６年目の発行となります。
過去５年間を振り返って、当社の取り組みや今後当社に期待すること・目指すべき姿等について、
日頃から消費者の声と接する機会が多く、損害保険業界にも詳しいお２人にお話を伺いました。

まごころと誠意とスピード感で、
感動を与える保険会社へ。
̶ 当社では、お客さまの声を商品・サービスの

改善につなげていくために2007年から毎年「お客

さまの声白書」を作成していますが、この活動につ

いて率直なご感想をお聞かせいただけますか。

高橋　お客さまから寄せられる要望や苦情と、それ

に対する改善内容を公表している会社は非常に少

ないと思います。とくに苦情は、会社のマイナスイ

メージになりかねないものですから、正面から向き

合い、積極的に公表することは大変な勇気が必要で

す。損保ジャパンが敢えて「お客さまの声白書」を発

行するのは、お客さまの声を会社の課題として真摯

に受け止め、着実に業務に反映させていこうという

会社の強い決意と潔い姿勢の表れであり、評価され

ることだと思います。

̶ ありがとうございます。お客さまの声に真摯

に耳を傾け、活かしていく取り組みはまだまだ道半

ばだと思っていますが、取り組み姿勢に対するアド

バイスなどはありますか。

高橋　心情的にクレームなどはどうしても隠した

くなるものですし、トラブルになった場合でも、その

場限りの対応に終始してしまいがちです。しかし、

苦情やトラブルも全員で共有すれば再発防止にな

り、商品・サービスの品質向上にもつながります。つ

まり、お客さまの声や苦情は「宝の山」なのです。そ

こにはお客さまの潜在的なニーズが隠されており、

業務にいち早く取り入れることが会社を成長させ

るチャンスになります。社員や代理店のみなさんに

「お客さまの声が業務改善の出発点になる」という

意識を今以上に浸透させ、定着させることが大切だ

と思います。

̶ 当社では、お客さまの声を活かす取り組みを

はじめ、最もお客さまからの評価が高い会社「お客

さま評価日本一」を目指しさまざまな取り組みを

行っていますが、業務内容をご覧になって、その成

果が出ていると感じられる点はございますか?

高橋　社員のみなさんのお客さまへの対応は、目に

高 橋 綜合 法 律事務所 代 表　弁 護士  高 橋 達 朗

「お客さまの声白書」５周年振り返り企画 識者インタビュー

INTERVIEW 1
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慶應義塾大学法学部卒業。第二東
京弁護士会所属。日弁連交通事故
対策委員会委員、民事暴力対策委
員会委員、日本弁護士連合会代議
員等を歴任。損害保険、交通賠償実

務を専門に３０年のキャリアを有し、大学非常勤講師の経験もある。損
保ジャパン顧問弁護士を務め、保険会社社員や代理店に向けた講演・研
修も行っている。同法律事務所は、弁護士１１名が所属し、損害賠償・企
業法務・倒産処理等の法律業務を幅広く取り扱う。

見えて変わってきたと感じます。行動指針を画一的

なマニュアルとして整備するのではなく、例えば、

支払部門の社員に「SCクレド(信条)」を示し、どのよ

うな心構えで仕事をするべきかを明確にしました。

その結果、ぶれない軸ができ、社員の方たちはこの

軸にしたがって、それぞれの場面で自ら考え、お客

さまの要望に応える心のこもった対応ができるよ

うになったのではないでしょうか。

　これまで保険会社の保険金支払部門は、公共的

な使命を担う企業として公正・中立性を強く意識し

てきました。保険金を正しく支払うために、例えば

自動車保険などでは加害者となった契約者と被害

者との間に立ち、公平な紛争解決を果たすことが保

険会社の社会的使命だったのです。しかし最近では、

お客さまを第一に考える「お客さまの代行者」とい

う意識と自覚が芽生え、お客さまの主張や想いを真

摯に受け止めて望んでいる解決に導く姿勢が感じ

られるようになりました。

̶ 当社の社員や代理店のお客さま対応につい

て、今後さらに期待されることがありましたら教え

てください。

高橋　保険のトラブルはほとんどが保険金の支払

い段階で発生しますが、近時、説明不足や理解不足

によるトラブルが多く見受けられます。消費者保護

の観点から裁判でも説明責任が厳しく問われます

から、お客さまの理解度を十分に踏まえながら、丁

寧でわかりやすい説明を行ってほしいと思います。

　また、保険会社はお客さまに選ばれる立場にあり、

昨今の厳しい競争の中で、お客さまは保険会社を選

択する際にプラスαの価値を求めるようになりま

した。もちろん金融機関ですから、他のお客さまと

の公平性を欠く不適正な行為などがあってはなり

ませんが、「まごころ」をもってできる限りお客さま

の要望や期待に応えていってほしいと思います。

̶ お客さまの求めるプラスαの価値について、

具体的に教えていただけませんか?

高橋　ひとつわかりやすい例をあげると「スピード

感」ということになると思います。どれだけ丁寧に

事故解決をしても、保険金の支払いが遅く、不安を

抱えるお客さまを長い間待たせてしまえば「誠意が

ない」という苦情につながってしまいます。迅速で

あることは、お客さまに対する最も大切な誠意のひ

とつです。より一層、業務のスピードアップを果た

し「お客さま評価日本一」へ邁進していただきたい

と思います。

̶ ありがとうございます。これからもお客さま

の声に応えられる業務改善と、お客さまに尽くすマ

インド醸成の両輪で、お客さまの期待に応える保険

会社を目指してまいります。 

高橋綜合法律事務所

代表弁護士 高橋 達朗
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̶ 長年、消費生活相談に携わってこられた丹野

理事長のご経験から、消費者のみなさんが損害保

険に対して望んでいることや、不満に感じているこ

とを教えていただけますか?

丹野　消費者の損害保険に対する不満は「わかりに

くい」という一語に尽きると思います。消費者は、わ

かりやすくてシンプルな保険を望んでいますが、保

険会社が提供する商品は、特約がたくさん付いてい

る複雑で難しいものが多いですね。「大きな保険会

社だから大丈夫だろう」という信頼感だけで、契約

を深く理解しないまま保険に加入している人が多

数いると思います。例えば、自動車保険は、対人賠償、

対物賠償、人身傷害、搭乗者傷害、車両の５つの基

本的な補償に、多数の特約が組合わされているとい

う複雑な保険の仕組みを知らず、どんな時に保険金

が支払われるのかも漠然としかわかりません。多数

の消費者が、自分が理解できる保険を提供してほし

いと望んでいることを認識して、保険会社にはぜひ、

シンプルでわかりやすい保険をお願いしたいと思

います。

̶ 商品の簡素化については社内でも検討して

いますので引き続き商品開発の努力を続けていき

ます。また募集時の説明についてもお客さまにご理

解いただく工夫が必要ですね。

丹野　もちろんです。最近は、パンフレットだけで

なく契約概要や注意喚起情報、契約の意向確認書

など、たくさんの書類や帳票を使った説明がされて

いますが、これほど多くのことを消費者と対面する

限られたわずかな時間の中で正確に伝えることが

できるのでしょうか?消費者は保険を「わかりたい」

と思っているわけですから、今の方法で本当に消費

者が充分理解できるのか、消費者目線できちんと見

直していただきたいです。また一方で、意向確認は

年に一度、顧客と会って、事故に該当するようなこ

とがなかったか確認したり、正しい情報提供を行い、

さらに契約内容を改めて確認する大事な機会です

が、代理店にとっては顧客と会うことによって営業

の機会とするチャンスだと思います。

公 益 社 団 法 人
全 国 消費 生 活 相 談 員協会 理事 長  丹 野 美 絵子

「お客さまの声白書」５周年振り返り企画 識者インタビュー

INTERVIEW 2

もっとシンプルに、わかりやすく。
保険の常識を変えて欲しい。 
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̶ お客さまとの接点を増やすことは、大変意義

のあることだと思います。ところで、昨年の東日本

大震災の際、多くの被災者の方にお会いし、一刻も

早く保険金をお支払いする活動は、私たちが自分た

ちの仕事の意義を再確認する貴重な経験になりま

した。

丹野　東日本大震災の時の保険会社の対応は素晴
らしかったと思います。あれだけの大規模災害であ
りながら、消費生活センターへの苦情はほとんどあ
りませんでした。寄付金も支援金も届かない中で、
最初に被災者に届けられたのが保険金でした。消費
者の保険会社への信頼感が非常に高まりましたし、
社員や代理店の方も自分たちの仕事を誇りに思わ
れただろうと推察しています。

̶ 多くの社員がお客さまから「ありがとう」と
いう声をいただいて、私たちは保険会社の原点を再
認識することができました。その想いが、支払い業
務を担うサービスセンター(SC)の行動指針である
「SCクレド」を作るきっかけにもなりました。

丹野　「SCクレド」の内容は大変感心いたしました。
例えば、記載されている『お客さまの期待』ですが、
「担当者は自分を理解する味方であってほしい」「プ
ロのスキルで早く解決してほしい」「納得できるも
のであってほしい」については、消費者が損害保険
会社に期待する基本中の基本です。これはもう何十
年も前からそうだし、将来も多分ずっと変わらない
と思います。大事なのは、この顧客の本音にどのよ
うに応えて、実行していくかという話ですよね。保
険会社は事故や災害で困っている人から「助かった、
あなたでよかった、ありがとう」と言ってもらえるな
かなかない職業ですから、さらに消費者の声を踏ま
えた仕事をしていただきたいと思います。

̶ 保険会社の社会的使命をしっかり認識し、お

客さまの声を活かす取り組みをこれからも続けて
いかなければならないと思っています。

丹野　「お客さまの声白書」に載っているのは、消費
者の声のほんの一部で、わざわざ代理店や保険会社
のコールセンターへ苦情の電話はしないけれども、
不満を感じていて黙っている人もたくさんいるは
ずです。そこもしっかり拾っていただきたい。損保
ジャパンは、親しみやすい企業イメージがあります
し、ユニークなパンダのCMなど何か新しいことを
やってくれそうな期待感のある会社ですから、ぜひ
今までの業界の常識に囚われずに、消費者目線のシ
ンプル・アンド・スタンダードの保険を開発するな
どドラスティックな改革を行って、業界をリードし
ていく役割を担っていただきたいです。消費者の声
を的確に聞いて期待に応える、その結果最も評価さ
れる会社を目指すという会社の方針は、継続するこ
とに価値があります。それはずっと変わらないでも
らいたいですね。期待しております。

̶ お客さまの声と期待に応えられるように、こ

れからも努力を継続していきたいと思います。本日

はありがとうございました。

北海道大学法学部卒業。
元法制審議会保険法部会委員。金
融審議会保険商品サービスのあり
方に関するワーキング・グループ委
員、日本損害保険協会「消費者の

声」諮問会議委員、国民生活センター紛争解決委員会委員など。消費
者及び金融・保険業界向けの講演活動などを行う。著書に「保険法ハ
ンドブック - 消費者のための保険法解説」(日本評論社、共著 ) 等。

公益社団法人
全国消費生活相談員協会理事長

丹野 美絵子
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「お客さまの声白書」を活用した
取り組み ～「お客さま評価日本一」に向けて～

12

　当課では「お客さまの声白書」をメンバーにとって「気

づき」を得るための資料と位置づけています。具体的に的に

は、全員が「お客さまの声白書」を読み、その感想を「夏

季読書感想文」として課長に提出、毎月実施している課

長とメンバーとの個人面談で意見交換を行っています。

「お客さまの声」については、その内容、受付窓口を問わ

ず、「たくさん集まることが、結果的に損保ジャパンにとっ

て良いことである」という考え方を、日常的にメンバーに

訴えかけています。「お客さま評価日本一」に向けて、私

たちに求められているのは「心の教育」。「お客さまの声

白書」の活用で、損保ジャパンの取り組み、姿勢をメン

バーが理解することにより、組織に必要な「共通認識」を

持つことができていると考えています。

千葉サービスセンター業務部
柏サービスセンター課 課長

佐藤 恭介

お客さまや代理店からいただいたご意見やご提案を「しっか

りと受け止め、当社が変わってきている」ことをご理解いただく

ため、また当社との新たなお取引先にも当社の取り組みをご理

解いただくためにこの白書を使っていました。「お客さま評価日

本一」に向け、一人でも多くのお客さまに「損保ジャパンの代理店

で手続きしてよかった」「安心できる代理店だ」と思っていただき

たい。そのため、どの代理店が保険の募集をしてもお客さまに十

分ご理解いただけるよう「保険手続き Navi(※)」を利用して商品

内容をご説明し、そこに代理店からのアドバイスや経験談を加え

ることによって、お客さまにより一層ご満足いただくことを目指

して「一緒に頑張りたい！」と代理店に訴え続けてきました。代

理店、当社社員が二人三脚で「損保ジャパン」という会社を作っ

ていけるよう、これからも多くのご意見やご提案をいただき、こ

れらの声をしっかり受け止め、共有し、改善していける会社であ

り続けたいと思います。

名古屋支店　名古屋東支社
支社長代理

波多野 歩美
（所属・役職は当時 現在は営業企画部 革新企画・
支援グループ　課長代理）

（前列左が本人）

（※）「保険手続きNavi」 ： パソコンを使った動画等による商品説明や契約手続き完了までの誘導・案内機能を搭載した代理店システムのことをいいます。
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　当社ではお客さまからいただいた「声」を大切に受

け止め、一つでも多く改善につなげていけるよう努力

しています。2011年度にお客さまからどのような声を

いただいたのか、その概要についてご紹介します。

状「お客さまの声」の現状

第1章



「お客さまの声」の
現状

第1章
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お客さまからいただいた声をこ 
商品やサービスの改善に活かし 

を受け付けています。当社は、お客さまの声一つひとつを
しっかりと受け止め、申し出にいたった原因やお客さま

ニーズを分析し、これまで以上に商品やサービスの改善
に結びつけるよう取り組んでいます。

（※） 「コールセンター」：お客さま総合窓口である「カスタマーセンター」の他に、「事故サポートデスク」（事故のご連絡・保険金請求に関する問い合わせ）、「スーパー
安心サポート専用デスク」（ロードアシスタンス受付専用デスク）、「マイページカスタマーセンター」（マイページに関する問い合わせ）、「自賠
責お客さまサポートデスク」（自賠責保険に関する問い合わせ）等のコールセンターをいいます。

「お客さまの声」の主な受付窓口

保険証券（保険契約継続証）、パンフレット、更新
のご案内などにフリーダイヤルを掲載し、お客さま
からの問い合わせ・相談等を受け付けています。

0120-888-089Ⓡ

契約時のお客さま
満足度調査

お客さまの声おおおお客
記入欄

更新のご案内

更新時にご留意いただきたい点

（SJ10-20806  2010.11.16）（99LL5674）200932  Ver 4.00

この「ご案内」は、お客さまにご安心いただき、ご納得して更新
手続きができるよう、事前にご契約内容・商品改定などをご案内する
ものです。必ずお読みいただき、ご契約の更新手続きまで大切に
保管いただきますよう、お願い申し上げます。

❷現在と同等条件での更新後の内容

（SJ10-20927  2011.1.11）06808-01  11.04（99LL5667）200582  Ver 6.00

お問い合わせ先

〒160-8338　東京都新宿区西新宿1-26-1　TEL.03（3349）3111
ホームページアドレス　http://www.sompo-japan.co.jp

★「ONE-Step」は、「個人用自動車総合保険」のペットネームです。
★このパンフレットは、「個人用自動車総合保険」の概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、「ご
契約のしおり」「重要事項等説明書」をご覧ください。なお、ご不明の点は、取扱代理店または損保ジャパンまで
お問い合わせください。
★損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各
種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、
保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）については、保険業法施行規則により限定された目的以
外の目的に利用しません。詳細につきましては、損保ジャパンのホームページ（http://www.sompo-japan.co.jp）
に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。

保険金・返れい金などのお支払いに関する留意事項のご説明
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難
となり、法令に定める手続きにもとづき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約
返れい金などのお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
ただし、この商品は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、
保険金・返れい金などの8割まで（ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額）が補償さ
れます。
損害保険契約者保護機構の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

のサポート体制

共同保険に関するご説明
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
引受保険会社は、各々の引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。

ご契約から事故対応のアドバイスまで損保ジャパンがトータルにサポートします。

● iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ対応
● 一部機種ではご利用いただけない場合があります。

◆携帯電話版はこちら
http://m.sompo-japan.co.jp

保険会社との間で問題を解決できない場合

（社）日本損害保険協会  そんぽADRセンター

詳しくは、（社）日本損害保険協会のホームページをご覧ください。（http: //www.sonpo.or.jp/）

　　　  0570-022808
【受付時間】 ◆平日：午前9時15分～午後5時

損保ジャパンは、保険業法にもとづく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である
（社）日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、（社）日本損害保険協会に解決の申し立てを
行うことができます。

☆取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約にもとづき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務などの代理業務を行っていま
す。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
☆保険証券（または保険契約継続証）は大切に保管してください。また、ご契約手続き後、1か月を経過しても保険証券（または保険契約継続証）が届かない場合は、取扱代理店または
損保ジャパンまでお問い合わせください。
☆お客さま（保険のご契約者）以外に保険の対象となる方（被保険者）がいらっしゃる場合は、その方にもこのパンフレットに記載された内容をお伝えください。

事故にあわれた際のご連絡先

事故サポートデスク 事故にあわれた際は下記フリーダイヤルまでご連絡ください。

【営業時間】◆24時間365日

0120-256-110®

®

お客さまフリーダイヤル
【受付時間】◆平　　日：午前9時～午後8時

◆土日祝日：午前9時～午後5時（12月31日～1月3日は休業）

0120-888-089
（注）ご契約内容の詳細や事故に関するお問い合わせは、取扱代理店・損保ジャパン営業店・サービスセンターへお取り次ぎさせていただく場合があります。

補償の内容や事故時の対応方法、お手続きなど、さまざまなご質問の答えを24時間いつでも簡単にご確認いただけます。

損保ジャパン

◆パソコン版はこちら
http://www.sompo-japan.co.jp

損保ジャパン公式ホームペ－ジ「よくあるご質問」

検索

商品に関するお問い合わせ

　24時間365日
事故受付・初期対応

エコマーク認定自動車保険

エコマーク認定番号
第10 147 007号

エコマーク使用契約者 ： 株式会社 損害保険ジャパン

この自動車保険は、
 ● 契約者の環境配慮行動の促進
  （エコカー割引、Web約款の推進）
 ● 事故による環境的損失の削減
  （事故防止支援サービス、リサイクル部品の利用推進）
に貢献しています。

®

【受付時間】◆平　　日：午前9時～午後8時
◆土日祝日：午前9時～午後5時（12月31日～1月3日は休業）

0120-888-089

パンフレット

保険証券
（保険契約継続証）

コ
ー
ル
セ
ン
ター
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）
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代理店

お客さま満足度調
査

（
支
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ご
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口
）

お
客
さ
ま
相
談
室

営業店

「お客さまの声」
の

主な受付窓口

保険金お支払い
満足度調査

お客さまの声
記入欄

お客さまの声
記入欄



2011年度苦情の受付件数
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2011年度苦情の受付状況

れまで以上に
ています。

　当社では、お客さまからいただいた様々な声の中で、
お客さまが当社の対応や回答を求められているかどう
かにかかわらず、お客さまからの当社の事業活動全般に
関する不満足の申し出を「苦情」と捉えています。　
2011年度は、お客さまから多くの声をお寄せいただい

ているコールセンターにおける苦情を広く受け止める
取り組みを、さらに強化いたしました。
　お客さまからお寄せいただいた苦情を真摯に受け止
め、その傾向や内容を集計・分析して、業務・商品・サービ
スの改善につなげる取り組みを推進しています。

「
お
客
さ
ま
の
声
」の
現
状

第
1
章

苦情の受付状況詳細につきましては、当社オフィシャルホームページをご参照ください。
（http://www.sompo-japan.co.jp/about/reconf/voice/analysis/index.html）

合計
178,279件

契約管理業務
65,254件
36.6％

その他
28,109件
15.8％

個人情報
219件
0.1％

募集業務
58,570件
32.9％

保険金
支払業務
26,127件
14.7％

（％は小数点第2位を四捨五入して掲載）
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苦情の区分 受付件数 比率（※）

募集業務
当社保険商品の
説明や契約手続き
などに関する苦情

契約管理業務
契約内容の変更
手続きや、保険料支払
などに関する苦情

保険金支払業務
事故の受付から、
保険金支払までの
対応に関する苦情

個人情報

その他

合計

商品内容

契約更新手続き

募集行為

契約内容の説明

契約の引受 

保険料

接客態度

帳票類

その他

証券

分割払い・口座引落し

契約変更

解約

満期返戻

接客態度

その他

保険金支払金額

支払手続き    

支払可否

接客態度

その他

保険の補償内容や規定に関するもの

契約更新手続きの連絡不十分・遅延に関するもの

契約の勧誘方法や契約手続きに関するもの

契約に関わる重要事項や商品内容の
説明不足・誤りに関するもの

満期返戻金の手続きにおける遅延や誤り、
返戻金額に関するもの

契約の引受制限に関するもの

保険料の算出誤りや割引適用漏れに関するもの

社員や代理店の言葉遣い・マナーに関するもの

申込書、パンフレット等帳票に関するもの

上記以外の契約の手続きに関するもの

保険証券の未着や記載内容の誤りに関するもの

保険料の支払方法（口座振替など）に関するもの

契約の変更手続きにおける遅延や誤りに関するもの

契約の解約手続きにおける遅延や誤りに関するもの

社員や代理店の言葉遣い・マナーに関するもの

上記以外の契約の管理に関するもの

保険金の支払金額に関するもの

保険金の支払手続きにおける遅延や誤りに関するもの

保険金支払の判断に関するもの

社員や代理店の言葉遣い・マナーに関するもの

上記以外の保険金支払に関するもの

10,094

6,236

9,479

21,958

290

2,477

1,278

952

5,806

6,898

12,222

19,298

9,756

72

4,203

12,805

6,085

7,615

1,529

1,883

9,015

58,570 

65,254 

26,127 

32.9%

36.6%

14.7%

0.1%

15.8%

100.0%

219

28,109

178,279

ー

ー

ー

ー

（※） 小数点第2位を四捨五入して掲載。

2011年度苦情の受付件数内訳

募集業務

「補償内容に関する説明がなかった」などの
契約に関わる重要事項や商品内容の説明不
足・誤りに関する苦情や、「満期の案内がなかっ
た」など、契約の更新手続きの案内不足・遅延
に関する苦情が多く寄せられました。

契約管理業務

「住所変更などの手続きがきちんとされてい
ない」といった契約の変更や解約の手続きに
おける遅延・誤りに関する苦情や、保険料の
支払方法、保険証券の未着・記載内容誤りに
関する苦情などが寄せられました。

保険金支払業務

保険金の支払手続きにおける遅延・誤りに関
する苦情や、保険金の支払金額に関する苦情
が多く寄せられました。

●苦情の概要

2011年度苦情の受付件数内訳
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■
募
集
業
務
に
関
す
る
声

■
契
約
管
理
業
務
に
関
す
る
声

　毎年満期のぎりぎりに案内をして
くるため、十分に内容を検討する時
間がもてない。昨年代理店に「もっと
早く案内をしてほしい」と言ったの
に、今年も満期ぎりぎりにきた。

　パンフレット等を使用した説明がな
かったので、素人の私には、今ひとつ、理
解しにくい部分があった。

　これまで契約を更新するたび、毎年
保険料が下がってきたのに、今年は保険
料が上がっていた。保険料が上がった理
由について、事前に何の説明もなく納得
できない。

　生年月日を教えてあるので、自動
車保険を更新するときにはその年齢
条件に合うプランに訂正して送って
欲しい。

　代理店に住所変更のお願いをし
ていた。代理店が「やっておきます」
というので安心していたら、「更新の
ご案内」が前の住所から転送されて
届いたので驚いた。 　保険料入金後、2週間を過ぎても保険

証券が届かないので電話で問い合わせ
たところ、内容に不備があり、そのまま
になっていたとのこと。手元に証券がな
く不安だった。　3か月前に保険の解約をお願いし

ていたが、その後の連絡がなかった
ので、1か月前にも連絡していた。い
まだに手続きがされていないのはど
ういうことか。

　今年は担当の人から「お忙しいようですので電話でもいいですか？」と言われた。確かに忙しいが、
これまではそこをどうにかして時間を合わせ、説明をしてもらっていた。とにかく行くのが面倒だ、とい
う感じで残念だった。

お客さまからいただいた苦情の事例
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■
保
険
金
支
払
業
務
に
関
す
る
声

　事故の連絡をしたが、なかなかつ
ながらなかった。初めての事故です
ごく不安だったので、せめて電話がつ
ながるようにしてほしい。

　保険金の支払が完了したことを封書
が来て初めて知った。支払完了の電話も
なく、どうなっているのか不安だった。

　事故の対応が遅く、保険金の支払までが
長い。こんなに時間がかかるものなのか。

　事故相手の方との交渉がどうなっ
ているのかなど、途中経過の連絡が
なかった。

　電話をかけるたびに違う人に話す
のは面倒。事故の担当者は1人にし
てほしい。

当社はこれらの声を真摯に受け止め、改善につなげていけるよう、取り組んでまいります。

お客さまからいただいた苦情の事例



19

　お客さま満足度の向上のためには、お客さまの視点

を取り入れた商品・サービスの開発・改善が大切だと考

えています。ここでは、お客さまの声を活かした取り組み

の一部をご紹介します。

「お客さまの声」に対するお客さまの声」に対
取り組み事例

第2章



「お客さまの声」に
対する取り組み事例

第2章

20

　当社では、2011年度、社員向けの研修として、お電話
で寄せられた実際の「お客さまの声」を体感することで、
社員がお客さまについて、より深く理解することを目的
とした「お客さまの声 体感プログラム」を実施しました。

　64の部店で開催したこのプログラムに参加した多くの
社員が、お客さまの声を傾聴する大切さをあらためて認識
しました。また、事例の原因分析とその対策について議論
し、具体的な業務品質の改善に繋げています。

「お客さまの声 体感プログラム」の実施
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傷害総合保険「まも～るジャパン」におけるわかりやすいパンフレットの作成

　当社は、2011 年 7 月に、満 70 歳以上の方専用の傷
害総合保険「まも～るジャパン」を発売しました。「ま
も～るジャパン」の商品パンフレットは、従来のもの
より文字のサイズを大きくし、ページ数を減らす工夫
をする等、お客さまにとってのわかりやすさ・読みや
すさ等を重視した専用のパンフレットとして作成しま
した。パンフレット作成の過程では、シニアの方が従

来の傷害総合保険のパンフレットを読む際の視線や注
視する箇所を分析し、わかりやすさ・読みやすさ等の
観点で改善すべき点をパンフレットに取り込みました。
なお、本パンフレットは、色覚の個人差を問わず、多
くの方に見やすく配慮されたデザインとして、カラー
ユニバーサルデザインの認証（認証元：NPO 法人カラー
ユニバーサルデザイン機構）を受けています。

「
お
客
さ
ま
の
声
」に
対
す
る
取
り
組
み
事
例

第
2
章

わかりやすいページづくりの参考とするため、これまでの傷害
総合保険のパンフレットについて、読み手の目線の動きを分析
し、読み手の知りたい順序を理解する調査を実施しました。

赤い部分ほど
被験者の目線が

集中していることを
表しています。
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　被災したお客さまの生活に欠かせない移動手段の確保などにお役立ていただく
ための一時金をお支払いすることを目的とし、地震・噴火・津波による損害でご契約
のお車が全損になった場合に、地震・噴火・津波車両全損時一時金として50万円（※）
をお支払いする「地震・噴火・津波車両全損時一時金特約」を新設しました（2012年
1月以降保険始期契約から実施）。
（※）車両保険金額が50万円を下回る場合にはその金額をお支払いします。

地震や津波によって、自分の車に損害が生じた場合、
自動車保険で補償してほしい。

東日本大震災における当社・代理店の取り組みに関する
感謝の声を一部ご紹介します。

お客さまの声

当社の取り組み

　代理店の方は、私が地震保険に加入し

ていないにもかかわらず、震災が起こっ

た後に心配して連絡くださいました。今

時、このような対応ができる代理店はな

いと思います。とても感激しています。

　昨日調査員の方が、我が家に来てくださいま

した。何の連絡もない家庭を訪問しているとの

こと。地震保険に入っていることはわかってい

ましたが、調査の依頼はしませんでした。なぜ

なら食器やタンス、テレビのキズなどありまし

たが、この程度なら我が家は幸せな方と満足し

たからです。ところが、昨日調査員の人が訪ね

て来られ、被害の状況を細かく見て、それを丁

寧に説明してくださり、家財保険の請求もさせ

ていただくことができました。零細企業に勤め

る私達にはお金の余裕などあるはずもありま

せん。気持ちに少し余裕と明るさが戻りまし

た。損保ジャパンの心遣いに感謝いたします。

　調査に来てくれた男性の方が、その夜

には査定金額を教えてくれ、3日後には保

険金が振り込まれました。これからの生

活で、いくらお金がかかるかわからない

不安の中、本当に助かりました。

東日本大震災 「お客さまの声」に対する取り組み
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　当社、代理店がご提供した商品・サービスが、お客さ

まの視点で本当にご満足いただけるものかを確認し、

改善につなげていくために、お客さま満足度調査を実

施しています。この章では、調査結果の一部をご紹介

します。

「お客さま満足度調査」の お客さま満足度調査」の 
結果

第3章
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保険金お支払い満足度調査
■調査概要
自動車保険・火災新種保険の保険金を

お支払いしたお客さまに対し、当社や代
理店の事故対応に関する満足度調査を実
施しています。（自動車保険については
2002年度から開始。火災・新種保険につ
いては2011年７月から開始。）

■2011年度実施要領
・発送数：1,357,788件
・回収数：　278,291件（回収率：20.5％）
・お客さまのコメント数：127,022件（記入率：45.6％）

　77.5%のお客さまから、損保ジャパンの事故対応サービスに
満足とご回答いただきました。しかしながら、不満と回答された
お客さまが1.5%、やや不満と回答されたお客さまが1.9％いら
っしゃいます。より一層のサービス向上に努めてまいります。

▶総合満足度

調査結果

満足

77 %.5%

ややや満足
111.9%

普通通
777.3%.

不満
1.5%

やや不満
1.9%

（%は小数点第２位を四捨五入して掲載）
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「
お
客
さ
ま
満
足
度
調
査
」の
結
果

第
3
章

■調査内容

「満足」いただいたお客さまのコメント

●初めての事故で頭が真白になり不安で一杯でしたが、担当者の方の暖かい対応に勇気づけられました。相談
にも乗って頂き大変お世話になりました。ありがとうございました。

●担当者にわからないこと、気になったことなど聞いたら、こちらの意見を十分に理解し、親切に対応してくれて
感謝しています。ありがとうございました。

●私の保険の内容を詳しく見てもらい、思いがけぬ保険金を受け取ることができました。ありがとうございました。

●電話をしてから、すぐに来てくれて、対応も良く、保険金の入金までとても早くありがたく思っております。あり
がとうございました。

「不満」を感じられたお客さまのコメント

●相手方との話し合いが長引き、その間ほとんど連絡がなかったので、もう少しどんな状況なのか連絡がほし
かった。

●治療が終わってから支払まで時間がかかった。もっとスムーズに支払いしてほしい。

●丁寧に説明をしてくれたが、専門用語で言われたので、もう少しわかりやすい言葉で説明してほしかった。

●保険を使った場合と使わなかった場合の保険料がどれくらい上がるのか、具体的に教えてほしかった。

アンケートにご回答いただいたお客さまのご意見やご要望は、
事故対応の品質改善や新商品開発などにつなげていきます。
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契約時のお客さま満足度調査
■調査概要
自動車保険をご契約いただいたお客さ

まに対し、ご契約時の当社や代理店の対
応に関する満足度調査を実施しています。
（2009年度から開始。）

■2011年度実施要領
・発送数：1,828,074件
・回収数：177,532件（回収率：9.7%）
・お客さまのコメント数：57,590件（記入率：32.4％）

　62.3%のお客さまから、ご契約時の当社、代理店の対応に
総合的に「満足」とご回答いただきました。
　しかしながら、4.7%のお客さまは「不満」と回答されている
ため、より一層の取り組みが必要と認識しました。

　2010年2月から、代理店がお客さまに契約内容をわかりやす
くご説明・ご提案できるよう、「保険手続きNav iv（※）」を導入し
ています。代理店が「保険手続きNavi」を使いながら対面で契
約手続きを行った場合の満足度が73.1%と最も高い結果にな
りました。

　これからも、「保険手続きNavi」などを活用しながら、保険
の内容について、わかりやすく、ご理解いただける説明を徹底
することにより、より一層、お客さま満足度の向上に努めていき
ます。

▶総合満足度

▶契約手続き方法別の総合満足度

▶保険手続きNavi

調査結果

全ご回答者平均

対面（書面等による説明・手引き）

電話（「保険手続きNavi」による 
説明・手続き）

電話（書面等による説明・手引き）

書面のみ（対面・電話なし）

（当社、代理店の対応に総合的に「満足」と回答した方の比率）

（%は小数点第２位を四捨五入して掲載）

0% 20% 40% 60% 80%100%

62.7%7

73.1%3

66.1%

62.0%0

57.3%3

44.6%66

対面（「保険手続きNavi」による
説明・手続き）

～10）（評価：8～

62 3%.3%ややや満足（6,7）
115.3%

普普通（5）
17.7%

不満不満（1～～4）
44.7%%

（※）「保険手続き Nav i」 ： パソコンを使った動画等による商品説明や契約手続き完了までの
誘導・案内機能を搭載した代理店システムのことをいいます。
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「
お
客
さ
ま
満
足
度
調
査
」の
結
果

第
3
章

■調査内容

「満足」いただいたお客さまのコメント

●本当にわかりやすく保険の内容を教えてくれる。理解できないときは、例えを出しながら教えてくれる。これか
らもずっと同じ担当の人にしてもらいたい。

●こちらの家族状況・変化・要望を的確につかみ、最適な商品を案内してくれた。感じの良い担当者で、信頼で
きる方です。

●△△さんには、いつもお世話になっております。相談のある時には
嫌な顔せず聞いてくれます。心からありがとうございます。

「不満」を感じられたお客さまのコメント

●満期案内には「更新手続きについて、代理店から別途ご案内します」と書かれていたのに、代理店担当者から
一向に連絡がなかったのでこちらから問い合わせた。
●更新時に補償内容について、前年と同じ内容でも具体的な説明をしてほしい。また、新商品がでたら説明もし
てほしい。
●対応が少し事務的に感じた。電話でもいいので、もっとこちらのニーズを聞いて対応すべきだ。

今回のアンケート結果は、ご契約時の窓口である代理店に対しても、
代理店ごとのお客さま満足度やお客さまからのコメントなどをまとめた
「お客さまの声レポート」を提供し、契約時におけるお客さま満足度の向上
に活用しています。

これらの調査にご協力いただいた皆さまに、改めて御礼申し上げます。

トーシ答回トーケンアトーケンアまさ客お 回答は右の回答シートにご記入ください 

問１：担当者の親身さや相談しやすさ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 問１ １……２……３……４……５……６……７……８……９……１０ 

問２ １……２……３……４……５……６……７……８……９……１０ 

問３ １……２……３……４……５……６……７……８……９……１０ 

問４ １……２……３……４……５……６……７……８……９……１０ 
問５ １……２……３……４……５……６……７……８……９……１０ 

問６ １……２……３……４……５……６……７……８……９……１０ 

問７ １……２……３……４……５……６……７……８……９……１０ 

問８ １……２……３……４……５……６……７……８……９……１０ 

問９ はい ／ いいえ 

問１０ はい ／ いいえ ／ どちらともいえない 
問１１ はい ／ いいえ ／ どちらともいえない 
問１２ はい ／ いいえ ／ どちらともいえない 

問２：担当者の説明のわかりやすさ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

問３：担当者のお客さまの状況やご要望への配慮 ・・・・・・・・・・・・

問４：満期案内到着後、担当者からの連絡の迅速さ ・・・・・・・・・・・
問５：担当者の事務処理の迅速さや正確さ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

問６：お手続時に使用した書類や画面のわかりやすさ 
（パンフレット、パソコン画面、申込書など）・・・・・・・・・・・・・・・

問７：保険証券（保険契約継続証）お届けの迅速さ ・・・・・・・・・・・

問８：ご加入時の担当者の対応やパンフレット・書類など 
全般の満足度（総合満足度）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

問９：パンフレット、パソコン画面等を用いた保険商品の 
説明がありましたか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

問１０：今回の保険の内容はご理解いただけましたか ・・・・・・・・・・・
問１１：今後も当社の保険にご加入いただけますか ・・・・・・・・・・・・・
問１２：機会があれば当社の保険をおすすめいただけますか ・・・・・
問１３：各評価の理由などについて、自由にご記入ください ・・・・・・

今回の保険のご加入に際しての評価をお聞かせください。
※該当しない設問はお答えいただかなくて結構です。
※インターネットや書類のみでご加入いただいた場合は、問6からお答えください。

各設問についてあてはまるものに○をつけてください。

最高 普通 最低 

本欄の記載内容について取扱代理店への提供を希望しません。

問１３ 自由記載欄 

郵  便  往  復  葉  書  

お客さまのお名前、ご住ごご 所は返信用ハガキ裏面の番号により確認
させていただきますので、ご記入いただく必要はございません。
キリトリ線から切り離して、切手を貼らずにご投函ください。

ご協力いただき誠にありがとうございました。

キキ
リ
トト
リ
線

今回のご加入方法ごご
（○印をつけてください）

対面 電話 郵送 その他
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商品の説明が不十分であったなど、
募集時の説明に関する苦情

パンフレットの表記がわかりにくいなど、
印刷物に関する苦情

満期の案内や手続きに不備があったなど、
更新手続きに関する苦情

契約の条件が制限されたなど、
契約引き受けに関する苦情

証券が届かない、証券の記載に誤りがあったなど、
証券に関する苦情

契約した条件と違う内容になっていたなど、
契約内容に関する苦情

異動・解約の手続きを依頼したのに対応を
忘れられたなど、契約内容変更手続きに関する苦情

保険料の引き落としに関する問題など、
保険料の支払に関する苦情

保険金の支払金額に関する説明不足など、
保険金支払に関する苦情

社員からの連絡が遅いなど、
社員の対応に関する苦情

接客や電話などにおける社員の態度・マナーに関する
苦情、個人情報の保護などに関する苦情

913

25

1,127

76

366

450

946

357

3,280

4,410

1,752

13,702

募集業務 

契約管理業務

保険金支払業務

その他

計

1,967

114

2,102

70

727

455

1,994

1,319

2,880

5,882

2,830

20,340

2006年度苦情の区分 2007年度

（参考データ）年度ごとの苦情の受付件数内訳

※2007年10月に、苦情として取り扱う範囲を「当社の事業活動全般に対してお客さまが当社に不満足を申し出られたもの」に拡大しました。
※2008年度に苦情の区分を変更しました。
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保険の補償内容や規定に関するもの

契約更新手続きの連絡不十分・遅延に関するもの

契約の勧誘方法や契約手続きに関するもの

契約に関わる重要事項や商品内容の説明不足・
誤りに関するもの

契約の引受制限に関するもの

保険料の算出誤りや割引適用漏れに関するもの

社員や代理店の言葉遣い・マナーに関するもの

申込書、パンフレット等帳票に関するもの

上記以外の契約の手続きに関するもの

保険証券の未着や記載内容の誤りに関するもの

保険料の支払方法（口座振替など）に関するもの

契約の変更手続きにおける遅延や誤りに関するもの

契約の解約手続きにおける遅延や誤りに関するもの

満期返戻金の手続きにおける遅延や誤り、
返戻金額に関するもの

社員や代理店の言葉遣い・マナーに関するもの

上記以外の契約の管理に関するもの

保険金の支払金額に関するもの

保険金の支払手続きにおける遅延や
誤りに関するもの

保険金支払の判断に関するもの

社員や代理店の言葉遣い・マナーに関するもの

上記以外の保険金支払に関するもの

募集業務

契約管理業務

保険金支払業務

個人情報

その他

計

2,111

5,420

4,247

5,663

179

198

432

182

287

2,814

4,739

5,291

3,129

38

532

2,063

4,381

4,826

1,118

1,668

5,058

－

8,277

62,653

7,688

13,438

7,881

14,577

226

1,142

997

477

1,469

6,774

12,055

13,802

7,031

48

2,480

7,171

5,172

5,735

1,263

1,700

10,758

－

25,909

147,793

1,952

3,962

2,743

3,964

101

57

284

107

231

1,969

3,375

3,804

1,485

12

̶ 

1,456

2,716

3,284

655

1,322

4,851

－

5,153

43,483

苦情の区分 2008年度 2009年度 2010年度

10,094

6,236

9,479

21,958

290

2,477

1,278

952

5,806

6,898

12,222

19,298

9,756

72

4,203

12,805

6,085

7,615

1,529

1,883

9,015

219

28,109

178,279

2011年度
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